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北広島市国民健康保険運営協議会会議録 

  

1 会議名  令和 4 年度 第 3 回北広島市国民健康保険運営協議会 

2 日 時  令和 5 年 1 月 27 日（金） 午後 6 時 00 分～午後 6 時 20 分 

3 会 場  市役所 3 階 会議室 3D 

4 出席者   

委 員 ：川島会長、大槻委員、今井委員、奥田委員、葛西委員、山美委員 

事務局等：奥山保健福祉部長 

（債権管理課）林課長 

（健康推進課）影久課長、浜山主査 

（保険年金課）三澤課長、木下主査、佐藤主査、小松主任 

 

会議内容 

・審議事項 

（1） 国民健康保険税率等について 

 

開 会（午後 6 時 00 分） 

 

○事務局 

本日は、お忙しいところ、また、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、お集ま

りいただき、ありがとうございます。 

 それでは、皆様おそろいですので、ただいまから令和４年度第 3 回国民健康保険運

営協議会を開会いたします。 

議事に入ります前に、本日の会議の成立についてご報告いたします。 

委員定数７名中６名が出席しており、定数の半数を超えていることから、北広島市国

民健康保険運営協議会規則第４条第５項の規定による会議開催の要件を満たしており

ますことをご報告いたします。 

ここからは議長である会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

○会長 

本日の議題は、審議事項が、1 件「国民健康保険税率等について」です。前回に引き

続きの案件になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、会議録署名委員の指名ですが、私の方から指名をさせていただきます。 

山美委員、葛西委員にお願いいたします。 

まず、議事に入ります前に、本協議会の傍聴についてですが、希望があった場合は許
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可することとしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

○会長 

では傍聴の希望があった場合は許可することといたします。 

また、会議録につきましては、署名委員にご確認いただいた上で、市のホ－ムペ－ジ

にて公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。 

審議事項第１号「国民健康保険税率等について」事務局から説明願います。 

 

（事務局より説明） 

 

○会長 

これより質疑を行います。 

ご質問やご意見はありますでしょうか。 

 

（特になし） 

 

皆様の様子を伺っていると、「国民健康保険税率等について」は、事務局案で、おおむ

ね同意されているというように感じておりますが、それでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

では、審議事項第 1 号の「国民健康保険税率等について」は、事務局案のとおり同意

したものとして承認するものとさせていただきたいと思います。 

 

この後は、答申書の作成になるかと思いますが、進め方についてはどのようになるの

でしょうか。 

 

○事務局 

国民健康保険税率について、ご審議いただきありがとうございました。 

事務局案どおり承認していただくということでありましたので、その内容で答申書

を作成することになりますが、昨年度につきましても据え置きとなりましたので、昨年

度の答申書を基に、日付や年度、税率、また、前回の審議会にて承認をいただきました
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限度額についても、令和 5年度の内容に置き換えたものを案としてお配りいたします。

内容について、検討のほどよろしくお願いいたします。 

（各委員へ答申書案を配布する） 

 

○会長 

ただいま、事務局から答申書について提示がありましたが、内容について事務局の方

から読み上げていただいてよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

（答弁書の読み上げ） 

 

○会長 

それでは、答申書の文面ですが、この内容について、いかがでしょうか。 

表現など変更した方がいい点や、付け加えた方がいい項目など、ご意見ありましたお

願いします。 

 

○会長 

特にご意見がないようですので、事務局からの提示された内容どおりでよろしいで

しょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○会長 

事務局案の内容のとおりとしてさせていただきたいと思います。 

 

○事務局 

ありがとうございました。 

委員の皆様がよろしければ、後日、皆様を代表して会長から、作成した答申書をもっ

て、市長に答申していただく形を考えております。 

 

○会長 

では、皆様よろしいでしょうか。私の方は、皆様がよろしければ結構ですが。 

では、そのように進めてまいりたいと思います。 

最後に、「その他」について事務局からお願いします。 
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○事務局 

諮問いたしました国保税の税率と限度額の改定につきまして、ご審議いただきまして

ありがとうございます。令和５年度につきましては、限度額の改定に関しましては条例

改正を要しますことから、３月の定例会への提案に向けて準備を進めてまいります。今

後も協議会において、経過を報告させていただきます。 

事務局からは以上でございます。 

 

○会長 

各委員の皆さんから、他に何かございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

では、以上をもちまして、本協議会を終了させていただきます。 

皆さまご協力ありがとうございました。  

 

 

閉 会（午後 6 時 20 分） 

            


